
作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案をすることが

できる期間

（実施なし）

備   考 ―

行政機関等匿名加工情報の提案

の募集をする個人情報ファイル

である旨

非該当

行政機関等匿名加工情報の提案

を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案を受ける組織

の名称及び所在地

（実施なし）

政令第21条第7項に該当するファ

イル

（名 称）

（所在地）

税務課 課税班

〒649-2192 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763

―有       無

個人情報ファイルの種別
法第60条第2項第1号

（電算処理ファイル）

法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等
ʷ

ʷ

個人情報ファイルの利用目的 申告時の障害者控除の普通障害・特別障害の該当区分を確認するために利用する。

記録項目
1氏名、2ﾌﾘｶﾞﾅ、3性別、4生年月日、5住所、6方書、7管理番号、8障害の種類、9障害の等

級、10有効期限、11宛名番号

記録範囲 重身医療対象者、障害者手帳等交付者、町⾧が認定する障害者

記録情報の収集方法
重度心身障害者医療の担当課（住民課）、障害者手帳等申請受付課（福祉課）、介護で認定

(町⾧が認定する)普通・特別障害の程度（⾧寿課）へ個人情報提供依頼する。

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨
含む

記録情報の経常的提供先

個人情報ファイルの名称 重身医療対象者一覧

行政機関等の名称 上富田町

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称

税務課 課税班



作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案を受ける組織

の名称及び所在地

（実施なし）

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案をすることが

できる期間

（実施なし）

備   考 ―

行政機関等匿名加工情報の提案

の募集をする個人情報ファイル

である旨

非該当

行政機関等匿名加工情報の提案

を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

個人情報ファイルの種別
法第60条第2項第1号

（電算処理ファイル）

法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ

イル
有       無 ―

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等
ʷ

記録情報の収集方法
国民健康保険（住民課）、介護保険（⾧寿課）、後期高齢者医療（住民課）の高額医療費の還

付に該当する者と還付金額の一覧を個人情報提供依頼する。

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨
含まない

記録情報の経常的提供先 ʷ

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名 称） 税務課 課税班

（所在地） 〒649-2192 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763

個人情報ファイルの利用目的 申告時の医療費控除で高額医療還付分を確認するために利用する。

記録項目
1保険証番号、2世帯主氏名、3療養者氏名、4郵便番号、5住所、6行政区名、7診療月、8支給

額、9実際の支払月、10宛名番号、11国保・介護・後期の種類別

記録範囲 高額医療費の還付を受けた者

個人情報ファイルの名称 高額医療費還付一覧

行政機関等の名称 上富田町

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称

税務課 課税班



作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案を受ける組織

の名称及び所在地

（実施なし）

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案をすることが

できる期間

（実施なし）

備   考 ―

行政機関等匿名加工情報の提案

の募集をする個人情報ファイル

である旨

非該当

行政機関等匿名加工情報の提案

を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

個人情報ファイルの種別
法第60条第2項第1号

（電算処理ファイル）

法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ

イル
有       無 ―

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等
ʷ

記録情報の収集方法 給与特徴の対象事業所から異動届出書の提出

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨
含む

記録情報の経常的提供先 ʷ

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名 称） 税務課 課税班

（所在地） 〒649-2192 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763

個人情報ファイルの利用目的 町県民税の給与特徴対象者の普通徴収へ変更を確認するために利用する。

記録項目

1事業所名称、2事業所名称、3法人番号、4事業所電話番号、5給与所得者氏名、6給与所得

額、7給与所得者生年月日、8給与所得者個人番号、9給与所得者住所、10特別徴収税額、11異

動年月日、12異動理由

記録範囲 異動する給与特別徴収対象者

個人情報ファイルの名称 給与支払異動届出書

行政機関等の名称 上富田町

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称

税務課 課税班



作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案を受ける組織

の名称及び所在地

（実施なし）

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案をすることが

できる期間

（実施なし）

備   考 ―

行政機関等匿名加工情報の提案

の募集をする個人情報ファイル

である旨

非該当

行政機関等匿名加工情報の提案

を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

個人情報ファイルの種別
法第60条第2項第1号

（電算処理ファイル）

法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ

イル
有       無 ―

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等
ʷ

記録情報の収集方法 個人住民税課税の年金特徴対象者で年金特徴を中止する者を抽出する。

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨
含まない

記録情報の経常的提供先 ʷ

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名 称） 税務課 課税班

（所在地） 〒649-2192 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763

個人情報ファイルの利用目的
町県民税の年金からの特別徴収該当者が修正申告等により、年金特徴を中止（変更）する必要

が発生した人を確認するために利用する。

記録項目

1賦課年度(和暦)、2賦課年度(西暦)、3宛名番号、4カナ氏名、5氏名、6生年月日（和暦）、7

生年月日（西暦）、8性別、9住記区分、10世帯番号、11世帯識別、12行政区コード、13行政

区名、14住所、15中止依頼年月(和暦)、16中止依頼年月(西暦)、17徴収区分、18年特義務者

コード、19年特義務者名、20年金コード、21年金種別、22中止理由（死亡・転出・介護中

止・介護相違・年金超過）、23作成日、24税額

記録範囲 65歳以上の公的年金受給者で個人住民税を公的年金から特別徴収している者

個人情報ファイルの名称 町県民税の年金特徴中止依頼事務

行政機関等の名称 上富田町

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称

税務課 課税班



作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案を受ける組織

の名称及び所在地

（実施なし）

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案をすることが

できる期間

（実施なし）

備   考 ―

行政機関等匿名加工情報の提案

の募集をする個人情報ファイル

である旨

非該当

行政機関等匿名加工情報の提案

を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

個人情報ファイルの種別
法第60条第2項第1号

（電算処理ファイル）

法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ

イル
有       無 ―

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等
国民健康保険法第113条の2に基づき照会請求できる

記録情報の収集方法 前住所地の市町村へ、中間サーバーを利用して所得照会、印字した用紙で各市町村へ照会

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨
含む

記録情報の経常的提供先 ʷ

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名 称） 税務課 課税班

（所在地） 〒649-2192 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763

個人情報ファイルの利用目的
国民健康保険税課税の所得割を算出するのに、転入等で上富田町に課税資料がない場合、前住

地等課税資料がある市町村へ所得照会を確認するために利用する。

記録項目

1氏名、2カナ氏名、3宛名番号、4生年月日、5前住所、6現住所、7住民税課税年度、8所得金額、9一般

給与収入、10専従者給与収入。11給与所得、12公的年金収入、13公的年金所得、14営業等所得、15農

業所得、16分離課税の譲渡所得、17分離課税の譲渡所得特別控除額、18分離課税の譲渡所得特別控除

後額、19給与・公的年金以外の収入、20専従者控除額、21純損失(居住用財産以外の損失)、22純損失

(居住用財産の損失)、23雑損失、24株式等譲渡所得の損失、25上場株式配当等の損失、26先物取引所

得の損失、27所得控除額、28市町村民税所得割額、29市町村民税均等割額、30道府県民税所得割額、

31道府県民税均等割額、32扶養者氏名、33未申告、34該当なし、35所得金額調整控除(子育て・介

護)、36所得金額調整控除(給与・年金)、37所得金額調整控除(特定支出額)、38所得金額調整控除(特定

支出控除額)、39純損失(居住用財産以外の損失)過去3年分、40純損失(居住用財産の損失)過去3年分、

41専従者控除額 過去3年分、42賦課期日後転入者(前住所)、43転入年月日

記録範囲 上富田町国民健康保険へ加入者

個人情報ファイルの名称 官公庁諸証明綴（国保所得照会関係）

行政機関等の名称 上富田町

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称

税務課 課税班



作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案を受ける組織

の名称及び所在地

（実施なし）

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案をすることが

できる期間

（実施なし）

備   考 ―

行政機関等匿名加工情報の提案

の募集をする個人情報ファイル

である旨

非該当

行政機関等匿名加工情報の提案

を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

個人情報ファイルの種別
法第60条第2項第1号

（電算処理ファイル）

法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ

イル
有       無 ―

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等
ʷ

記録情報の収集方法
国保加入者の世帯全員が65歳以上になった、世帯主の年金からの国民健康保険税を特別徴収

しなければならない対象世帯を抽出

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨
含まない

記録情報の経常的提供先 特別徴収対象の公的年金支給事業所

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名 称） 税務課 課税班

（所在地） 〒649-2192 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763

個人情報ファイルの利用目的 国民健康保険税の公的年金からの特別徴収を確認するために利用する。

記録項目

1通知内容コード、2通知内容市町村コード、3賦課年度(和暦)、4賦課年度(西暦)、5特徴義務者コー

ド、6特徴義務者名、7回付年月、8被保険者証番号、9国保番号、10宛名番号、11カナ氏名、12氏名、

13各種区分コード、14各種区分名、15各種年月日、16各種金額1、17資格終了事由コード、18資格終了

事由、19生年月日(和暦)、20生年月日(西暦)、21生年月日不明、22性別、23住記区分、24状態区分、

25世帯番号、26世帯識別、27行政区コード、28行政区名、29郵便番号、30住所町村名、31住所字名、

32番地、33方書、34宛名方書、35徴収年月、36調定額、37消込結果、38日計日、39世帯識別番号、40

世帯番号、41集計番号、42納付額、43収納年月日、44郵便番号、45医療(一般・退職)調定金額、46後

期(一般・退職)調定金額、47作成年月日、48作成者、49特徴義務者(公的年金支払者)名称、50 納付(一

致)、51年金種別、52基礎年金番号、53捕捉年月、54年間保険税(料)、55次年度特徴

記録範囲 国保税の年金特徴対象者(国保加入者が全員65歳以上の世帯)の世帯主

個人情報ファイルの名称 国民健康保険税特別徴収関係綴

行政機関等の名称 上富田町

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称

税務課 課税班



作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案を受ける組織

の名称及び所在地

（実施なし）

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案をすることが

できる期間

（実施なし）

備   考 ―

行政機関等匿名加工情報の提案

の募集をする個人情報ファイル

である旨

非該当

行政機関等匿名加工情報の提案

を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

個人情報ファイルの種別
法第60条第2項第1号

（電算処理ファイル）

法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ

イル
有       無 ―

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等
ʷ

記録情報の収集方法 65歳以上の国民健康保険税を公的年金から特別徴収対象者

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨
含まない

記録情報の経常的提供先 ʷ

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名 称） 税務課 課税班

（所在地） 〒649-2192 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763

個人情報ファイルの利用目的 年金から特別徴収された特徴義務者からの振込金額と明細の一致を確認するために利用する。

記録項目

1通知内容、2市町村コード、3賦課年度(和暦)、4賦課年度(西暦)、5特徴義務者コード、6特徴

義務者名、7回付年月、8被保険者証番号、9国保番号、10宛名番号、11カナ氏名、12氏名、

13各種区分コード、14各種区分、15名各種年月日、16各種金額1、17資格終了、18事由コー

ド、19資格終了事由、20生年月日(和暦)、21生年月日(西暦)、22生年月日不明、23性別、24

住記区分、25状態区分、26世帯番号、27世帯識別、28行政区コード、29行政区名、30郵便番

号、31住所、32町村名、33住所字名、34番地、35方書、36宛名方書

記録範囲 国民健康保険税を公的年金から特別徴収対象者

個人情報ファイルの名称 国庫金振込通知書・特徴明細一覧表

行政機関等の名称 上富田町

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称

税務課 課税班



作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案を受ける組織

の名称及び所在地

（実施なし）

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案をすることが

できる期間

（実施なし）

備   考 ―

行政機関等匿名加工情報の提案

の募集をする個人情報ファイル

である旨

非該当

行政機関等匿名加工情報の提案

を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

個人情報ファイルの種別
法第60条第2項第1号

（電算処理ファイル）

法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ

イル
有       無 ―

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等
ʷ

記録情報の収集方法 本人からの申告（代理人申告含む）、国税庁からの確定申告書のデータ提供

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨
含む

記録情報の経常的提供先 ʷ

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名 称） 税務課 課税班

（所在地） 〒649-2192 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763

個人情報ファイルの利用目的 納税義務者の所得及び控除額を把握し賦課決定を確認するために利用する。

記録項目

1氏名、2宛名番号、3生年月日、4住所、5個人番号、6利用者番号、7所得の種類、8支払者の

名称、9各種収入額、10各種所得額、11各種控除額、12扶養家族氏名、13扶養家族生年月日、

14扶養家族住所、15扶養家族の個人番号、16所得税額

記録範囲 申告者、申告者の扶養家族

個人情報ファイルの名称 県民税・町民税申告書

行政機関等の名称 上富田町

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称

税務課 課税班



作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案を受ける組織

の名称及び所在地

（実施なし）

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案をすることが

できる期間

（実施なし）

備   考 ―

行政機関等匿名加工情報の提案

の募集をする個人情報ファイル

である旨

非該当

行政機関等匿名加工情報の提案

を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

個人情報ファイルの種別
法第60条第2項第1号

（電算処理ファイル）

法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ

イル
有       無 ―

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等
ʷ

記録情報の収集方法
給与支払報告書、年金支払報告書の送付や、給与・年金支払報告書に扶養家族として記載がな

い、１８歳以上の所得不明者へ申告案内を送付して申告をお願いする

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨
含まない

記録情報の経常的提供先 ʷ

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名 称） 税務課 課税班

（所在地） 〒649-2192 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763

個人情報ファイルの利用目的 住民税課税対象者を確認するために利用する。

記録項目 1氏名、2宛名番号、3生年月日、4住所、５行政区

記録範囲 給与支払報告書や年金支払報告書の提出がなく、誰の扶養にもなっていない人を抽出

個人情報ファイルの名称 住民税申告書発送一覧

行政機関等の名称 上富田町

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称

税務課 課税班



作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案を受ける組織

の名称及び所在地

（実施なし）

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案をすることが

できる期間

（実施なし）

備   考 ―

行政機関等匿名加工情報の提案

の募集をする個人情報ファイル

である旨

非該当

行政機関等匿名加工情報の提案

を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

個人情報ファイルの種別
法第60条第2項第1号

（電算処理ファイル）

法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ

イル
有       無 ―

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等
ʷ

記録情報の収集方法 申告書、給与支払報告書、年金支払報告書を基に課税対象者を抽出

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨
含む

記録情報の経常的提供先 ʷ

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名 称） 税務課 課税班

（所在地） 〒649-2192 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763

個人情報ファイルの利用目的 町県民税の課税額の決定通知を確認するために利用する。

記録項目 1氏名、2住所、3各種所得金額、4各種控除金額、5町県民税額、6宛名番号、7引落口座

記録範囲 町県民税課税対象者

個人情報ファイルの名称 納税通知書

行政機関等の名称 上富田町

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称

税務課 課税班



作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案を受ける組織

の名称及び所在地

（実施なし）

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案をすることが

できる期間

（実施なし）

備   考 ―

行政機関等匿名加工情報の提案

の募集をする個人情報ファイル

である旨

非該当

行政機関等匿名加工情報の提案

を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

個人情報ファイルの種別
法第60条第2項第1号

（電算処理ファイル）

法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ

イル
有       無 ―

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等
ʷ

記録情報の収集方法 申告書、給与支払報告書、年金支払報告書の変更や訂正通知

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨
含む

記録情報の経常的提供先 ʷ

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名 称） 税務課 課税班

（所在地） 〒649-2192 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763

個人情報ファイルの利用目的 更正申告等で税額変更された人へ通知を確認するために利用する。

記録項目

1氏名、2住所、3世帯番号、4行政区番号、5通知番号、6年金の種類、7年金支払者名称、8年

金支払者法人番号、9引落口座情報、10決定（変更）理由、11控対配、12扶養人数情報、13障

害情報、14本人該当事項、15所得の種類、16所得の種類別所得金額、17各種所得控除の種

類、18各種所得控除の種類別控除金額、19総所得課税標準額、20分離課税標準額、21徴収区

分・期別の納付額、22通知年月日、23町民税・県民税別の総所得の所得割額、24町民税・県

民税別の分離課税の所得割額、25町民税・県民税別の税額控除額、26町民税・県民税別の所

得割減免額、27町民税・県民税別の所得割額、28町民税・県民税別の均等割計減額、29町民

税・県民税別の均等割減免額、30町民税・県民税別の均等割額、31年税額、32控除不足額、

33納付額、34還付充当可能額、35税額控除内訳の調整控除額

記録範囲 町県民税の当初決定税額から税額変更のある人

個人情報ファイルの名称 納税（更正）通知書

行政機関等の名称 上富田町

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称

税務課 課税班



作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案を受ける組織

の名称及び所在地

（実施なし）

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案をすることが

できる期間

（実施なし）

備   考 ―

行政機関等匿名加工情報の提案

の募集をする個人情報ファイル

である旨

非該当

行政機関等匿名加工情報の提案

を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

個人情報ファイルの種別
法第60条第2項第1号

（電算処理ファイル）

法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ

イル
有       無 ―

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

記録情報の収集方法 所得判定で国民健康保険税の(2・5・7割)軽減に該当する世帯を自動抽出

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨
含まない

記録情報の経常的提供先 ―

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名 称） 税務課 課税班

（所在地） 〒649-2192 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763

個人情報ファイルの利用目的 国民健康保険税の調整交付金の審査と軽減対象世帯の把握を確認するために利用する。

記録項目

1被保険者証番号、2国保番号、3世帯主個人番号、4世帯主氏名、5医療退職、6介護退職、7

現住所、8個人番号、9氏名、10世帯主区分、11主区分、12軽減判定主区分、13加入状態、14

軽減判定被保数、15公的年金調整控除、16軽減基準所得、17軽減基準所得、18軽減区分、19

非自発的失業者、20 4/1平等軽減、21平等割軽減、22被保険者数(医全・医退・介全・介退)、

23特定同一世帯所属者数、24非自発的失業者数、25医療全体軽減額、26均等割、27平等割、

28医療退職軽減額(均等割・平等割)

記録範囲 国民健康保険税の(2・5・7割)軽減に該当している世帯

個人情報ファイルの名称 国民健康保険税調整交付金打出データ綴（2・5・7割軽減）

行政機関等の名称 上富田町

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称

税務課 課税班



作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案を受ける組織

の名称及び所在地

（実施なし）

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案をすることが

できる期間

（実施なし）

備   考 ―

行政機関等匿名加工情報の提案

の募集をする個人情報ファイル

である旨

非該当

行政機関等匿名加工情報の提案

を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

個人情報ファイルの種別
法第60条第2項第1号

（電算処理ファイル）

法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ

イル
有       無 ―

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等
ʷ

記録情報の収集方法 国民健康保険加入世帯者の資格・所得・固定資産・減免等の情報を抽出

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨
含まない

記録情報の経常的提供先 ʷ

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名 称） 税務課 課税班

（所在地） 〒649-2192 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763

個人情報ファイルの利用目的 国民健康保険税課税計算の明細を確認するために利用する。

記録項目

1被保険者証番号、2国保番号、3世帯番号、4世帯識別、5納税義務者、6個人番号、7行政区、8管轄、9氏名、10カナ氏名、11宛名

番号、12生年月日、13住所、14続柄、15適用届出日、16終了届出日、17適用開始日、18適用終了日、19開始事由、20終了事由、

21申告種類、22所得の種類、23マル額・遠隔、24給与収入、25給与所得、26公的年金収入、27公的年金所得、28収入金額計、29

譲渡所得特別控除、30譲渡所得(特別控除後)、31その他の所得、32専従者控除、33純損失(住民税)、34純損失(軽減)、35雑・その

他損失、36所得金額計(旧た)、37控除額計、38基準総所得、39所得金額計(本文)、40所得控除、41課税所得、42所得金額計(軽

減)、43公的年金調整控除、44軽減基準所得、45市町村民税所得割額、46市町村民税均等割額、47道府県民税所得割額、48道府県

民税均等割額、49固定資産税相当額(個人分・共有分・その他)、50介護情報該当年月日、51軽減判定区分、52軽減強制適用区分、

53軽減区分、54平等割軽減区分、55減免事由、56減免額、57自動更新区分、58徴収区分、59徴収中止日、60年税額、61退職情報

区分、62決定年月日、63変更事由、64所得割対象額、65資産割対象額、66被保数、67所得割額、68資産割額、69均等割額、70平

等割額、71均等割軽減額、72平等割軽減額、73限度超過額、74算定額、75月割増減額、76期別金額、77徴収区分別で期別の(医療

一般・医療退職・支援一般・支援退職・介護一般・介護退職・合計)金額、78徴収義務者、79年金種別、80基礎年金番号、81年金

証書記号番号、82作成年月日、83作成者

記録範囲 国民健康保険へ加入している国民健康保険税の課税世帯の情報

個人情報ファイルの名称 国民健康保険税課税台帳

行政機関等の名称 上富田町

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称

税務課 課税班



作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案を受ける組織

の名称及び所在地

（実施なし）

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案をすることが

できる期間

（実施なし）

備   考 ―

行政機関等匿名加工情報の提案

の募集をする個人情報ファイル

である旨

非該当

行政機関等匿名加工情報の提案

を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

個人情報ファイルの種別
法第60条第2項第1号

（電算処理ファイル）

法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ

イル
有       無 ―

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等
ʷ

記録情報の収集方法
国民健康保険資格、所得金額の変更、固定資産税の変更等の届出した者の、加入期間・所得・

資産の自動抽出

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨
含まない

記録情報の経常的提供先 ʷ

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名 称） 税務課 課税班

（所在地） 〒649-2192 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763

個人情報ファイルの利用目的 国民健康保険税額の更正(変更)に係る算出資料を確認するために利用する。

記録項目

1対象賦課年度（和暦）、2賦課年度（西暦）、3宛名番号、4個人番号、5カナ氏名、6氏名、7生年月日（和暦）、8生年月日（西暦）、9生年月日不明、10性

別、11異動事由コード、12異動事由名、13異動理由コード、14異動理由略称、15異動年月日、16所得自動更新区分、17申告区分、18申告区分名、19基準総所

得、20（基準総所得）増減額、21課税所得、22（課税所得）増減額、23市町村民税所得割額、24（市町村民税所得割額）増減額、25市町村民税均等割額、26

（市町村民税均等割額）増減額、27道府県民税所得割額、28（道府県民税所得割額）増減額、29道府県民税均等割額、30（道府県民税均等割額）増減額、31軽

減基準所得、32（軽減基準所得）増減額、33資産自動更新区分、34固定資産税、35（固定資産税）増減額、36固定資産税個人分、37（固定資産税個人分）増減

額、38固定資産税共有分、39（固定資産税共有分）増減額、40固定資産税その他、41（固定資産税その他）増減額、42被保険者証番号、43国保番号、44世帯

主番号、45世帯主個人番号、46賦課履歴番号、47決定年月日、48変更理由、49資格変更理由、50賦課変更理由、51所得・資産変更理由、52徴収区分、53［医

療分合計］変更前・後・増減、54［医療分一般］変更前・後・増減、55［医療分退職］変更前・後・増減、56［支援金分合計］変更前・後・増減、57［支援金

分一般］変更前・後・増減、58［支援金分退職］変更前・後・増減、59［介護分合計］変更前・後・増減、60［介護分一般］変更前・後・増減、61［介護分退

職］変更前・後・増減、62［合計］変更前・後・増減、63［特徴分］変更前・後・増減、64［特徴分医療一般］変更前・後・増減、65［特徴分医療退職］変更

前・後・増減、66［特徴分支援金一般］変更前・後・増減、67［特徴分支援金退職］変更前・後・増減、68［特徴分介護一般］変更前・後・増減、69［特徴分

介護退職］変更前・後・増減、70［普徴分］変更前・後・増減、71［普徴分医療一般］変更前・後・増減、72［普徴分医療退職］変更前・後・増減、73［普徴

分支援金一般］変更前・後・増減、74［普徴分支援金退職］変更前・後・増減、75［普徴分介護一般］変更前・後・増減、76［普徴分介護退職］変更前・後・

増減、77金融機関、78口座種別、79口座番号、80口座名義人

記録範囲 国民健康保険資格、所得金額の変更、固定資産税の変更等の届出をした者

個人情報ファイルの名称 国民健康保険税更正綴

行政機関等の名称 上富田町

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称

税務課 課税班



作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案を受ける組織

の名称及び所在地

（実施なし）

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案をすることが

できる期間

（実施なし）

備   考 ―

行政機関等匿名加工情報の提案

の募集をする個人情報ファイル

である旨

非該当

行政機関等匿名加工情報の提案

を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

個人情報ファイルの種別
法第60条第2項第1号

（電算処理ファイル）

法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ

イル
有       無 ―

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

記録情報の収集方法 調整交付金に係る国民健康保険の加入者情報を自動抽出

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨
含まない

記録情報の経常的提供先 ʷ

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名 称） 税務課 課税班

（所在地） 〒649-2192 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763

個人情報ファイルの利用目的 国民健康保険税の調整交付金の審査で確認するために利用する。

記録項目

1管轄コード、2レコード区分、3被保険者証番号、4国保番号、5納税義務者、6宛名番号、7納税義務者

カナ氏名、8納税義務者氏名、9擬制世帯区分、10世帯区分、11被保険者数、12世帯申告区分、13軽減

区分、14特定世帯区分、15宛名番号、16カナ氏名、17氏名、18生年月日（和暦）、19生年月日（西

暦）、20生年月日不明、21年齢、22性別、23擬主区分、24特定同一世帯所属者区分、25個人申告区

分、26給与所得、27一般給与所得、28分離譲渡所得（特控後）、29公的年金所得、30その他所得、31

所得金額計、32基礎控除、33基準総所得、34基準総所得（千円未満切捨）、35専従者給与所得、36専

従者控除、37分離譲渡所得（特控）、38軽減基準所得用その他増減額、39軽減基準所得用増減額計、

40擬主・特定者所得金額、41公的年金調整控除、42軽減基準所得、43７（６）割軽減世帯数、44７

（６）割軽減被保数、45５（４）割軽減世帯数、46５（４）割軽減被保数、47２割軽減世帯数、48２

割軽減被保数

記録範囲 国民健康保険税の調整交付金に関する者

個人情報ファイルの名称 国民健康保険税調整交付金打出データ綴

行政機関等の名称 上富田町

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称

税務課 課税班



作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案を受ける組織

の名称及び所在地

（実施なし）

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案をすることが

できる期間

（実施なし）

備   考 ―

行政機関等匿名加工情報の提案

の募集をする個人情報ファイル

である旨

非該当

行政機関等匿名加工情報の提案

を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

個人情報ファイルの種別
法第60条第2項第1号

（電算処理ファイル）

法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ

イル
有       無 ―

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等
ʷ

記録情報の収集方法 国民健康保険の資格がある者の世帯の資格、所得、固定資産税の調査

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨
含まない

記録情報の経常的提供先 ʷ

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名 称） 税務課 課税班

（所在地） 〒649-2192 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763

個人情報ファイルの利用目的 財政調整交付金の審査で確認するために利用する。

記録項目

1管轄コード、2レコード区分、3被保険者証番号、4国保番号、5納税義務者、6宛名番号、7納税義務者

カナ氏名、8納税義務者氏名、9擬制世帯区分、10世帯区分、11被保険者数、12世帯申告区分、13軽減

区分、14特定世帯区分、15宛名番号、16カナ氏名、17氏名、18生年月日（和暦）、19生年月日（西

暦）、20生年月日不明、21年齢、22性別、23擬主区分、24特定同一世帯所属者区分、25個人申告区

分、26給与所得、27一般給与所得、28分離譲渡所得（特控後）、29公的年金所得、30その他所得、31

所得金額計、32基礎控除、33基準総所得、34基準総所得（千円未満切捨）、35専従者給与所得、36専

従者控除、37分離譲渡所得（特控）、38軽減基準所得用その他増減額、39軽減基準所得用増減額計、

40擬主・特定者所得金額、41公的年金調整控除、42軽減基準所得、43７（６）割軽減世帯数、44７

（６）割軽減被保数、45５（４）割軽減世帯数、46５（４）割軽減被保数、47２割軽減世帯数、48２

割軽減被保数

記録範囲 国民健康保険の資格がある者の世帯

個人情報ファイルの名称 国民健康保険税軽減額及び財政調整交付金関係綴

行政機関等の名称 上富田町

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称

税務課 課税班



作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案を受ける組織

の名称及び所在地

（実施なし）

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案をすることが

できる期間

（実施なし）

備   考 ―

行政機関等匿名加工情報の提案

の募集をする個人情報ファイル

である旨

非該当

行政機関等匿名加工情報の提案

を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

個人情報ファイルの種別
法第60条第2項第1号

（電算処理ファイル）

法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ

イル
有       無 ―

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等
ʷ

記録情報の収集方法 申告書、給与支払報告書、年金支払報告書のある者

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨
含む

記録情報の経常的提供先 ʷ

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名 称） 税務課 課税班

（所在地） 〒649-2192 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763

個人情報ファイルの利用目的 町県民税の課税決定前に確認項目をチェック確認するために利用する。

記録項目

1氏名、2宛名番号、3生年月日、4住所、5行政区、6世帯番号、7個人番号、8所得の種類、9給

与などの支払者名称、10各種収入額、11各種控除額、12配偶者や扶養親族氏名、13配偶者や

扶養親族の個人番号、14続柄、15配偶者や扶養親族の生年月日、16事業専従者の氏名、17事

業専従者の個人番号、18特定配当等・特定株式等譲渡所得の申告不要、19配偶者や扶養親族

の所得、20障害控除、21二重課税、22還付の有無、23電子申告の有無

記録範囲 申告書提出者、給与支払報告書の送付者、年金支払報告書の送付者

個人情報ファイルの名称 住民税チェックリスト

行政機関等の名称 上富田町

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称

税務課 課税班



作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案を受ける組織

の名称及び所在地

（実施なし）

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案をすることが

できる期間

（実施なし）

備   考 ―

行政機関等匿名加工情報の提案

の募集をする個人情報ファイル

である旨

非該当

行政機関等匿名加工情報の提案

を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

個人情報ファイルの種別
法第60条第2項第1号

（電算処理ファイル）

法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ

イル
有       無 ―

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等
ʷ

記録情報の収集方法
各年１月１日に上富田町に居住していた者について、給与支払報告書、年金支払報告書、町県

民税申告書、確定申告書、等の提出があった者

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨
含む

記録情報の経常的提供先 ʷ

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名 称） 税務課 課税班

（所在地） 〒649-2192 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763

個人情報ファイルの利用目的 町県民税課税の算出根拠資料として確認するために利用する。

記録項目

1賦課年度、2宛名番号、3住記区分、4住記区分名称、5世帯識別、6本人カナ氏名、7本人氏名、8生年月日、9性別名称、10郵便番

号、11住所町村名、12住所字名、13番地、14方書、15宛名方書、16行政区名称、17世帯番号、18世帯主カナ氏名、19世帯主氏

名、20続柄名称、21世帯内順序、22納税義務区分名称、23申告発行区分名称、24申告免除区分名称、25強制非課税区分名称、26

婚姻歴区分名称、27徴収希望区分名称、28非課税判定区分名称、29異動事由名、30異動理由名、31年金特徴中止区分名、32異動

年月日、33事業所番号、34年金特徴義務者名、35年金種別、36年特継続区分名、37各種控除名称、38各種扶養人数、39資料区分

名称、40職権区分名称、41青白区分名称、42配専区分名称、43他専人数、44年税額、45普徴年税額、46特徴年税額、47年特年税

額、48公年所得算出税額、49給年所得算出税額、50道府県民税 均等割額、51道府県民税 所得割額、52市町村民税 均等割額、53

市町村民税 所得割額、54通知書発付日、55更正中収納連携フラグ名、56更正中普徴通知書作成フラグ名、57ワンストップ特例適

用フラグ名称、58雑損失繰越・所得控除順名称、59所得金額調整控除区分名称、60受給者番号、61各種収入名称・収入額、62各

種所得名称・所得額、63合計所得金額、64各種控除名称・金額、65合計控除額、

記録範囲 各年１月１日に上富田町に居住していた者

個人情報ファイルの名称 課税台帳

行政機関等の名称 上富田町

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称

税務課 課税班



作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案を受ける組織

の名称及び所在地

（実施なし）

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案をすることが

できる期間

（実施なし）

備   考 ―

行政機関等匿名加工情報の提案

の募集をする個人情報ファイル

である旨

非該当

行政機関等匿名加工情報の提案

を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

個人情報ファイルの種別
法第60条第2項第1号

（電算処理ファイル）

法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ

イル
有       無 ―

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等
ʷ

記録情報の収集方法 各地方公共団体からの各種根拠法に基づく所得や資産状況の照会について回答した情報

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨
含む

記録情報の経常的提供先 ʷ

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名 称） 税務課 課税班

（所在地） 〒649-2192 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763

個人情報ファイルの利用目的 各地方公共団体からの所得や資産状況の照会の回答を確認するために利用する。

記録項目

1氏名、2カナ氏名、3宛名番号、4生年月日、5前住所、6現住所、7住民税課税年度、8所得金

額、9一般給与収入、10専従者給与収入。11給与所得、12公的年金収入、13公的年金所得、

14営業等所得、15農業所得、16分離課税の譲渡所得、17分離課税の譲渡所得特別控除額、18

分離課税の譲渡所得特別控除後額、19給与・公的年金以外の収入、20専従者控除額、21純損

失(居住用財産以外の損失)、22純損失(居住用財産の損失)、23雑損失、24株式等譲渡所得の損

失、25上場株式配当等の損失、26先物取引所得の損失、27所得控除額、28市町村民税所得割

額、29市町村民税均等割額、30道府県民税所得割額、31道府県民税均等割額、32扶養者氏

名、33未申告、34上富田町での資産状況

記録範囲 上富田町に居住した者、上富田町内に資産がある者

個人情報ファイルの名称 官公庁諸証明関係綴

行政機関等の名称 上富田町

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称

税務課 課税班



作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案を受ける組織

の名称及び所在地

（実施なし）

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案をすることが

できる期間

（実施なし）

備   考 ―

行政機関等匿名加工情報の提案

の募集をする個人情報ファイル

である旨

非該当

行政機関等匿名加工情報の提案

を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

個人情報ファイルの種別
法第60条第2項第1号

（電算処理ファイル）

法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ

イル
有       無 ―

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

記録情報の収集方法 登録のある課税の判定をした者

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨
含む

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名 称） 税務課 課税班

（所在地） 〒649-2192 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763

個人情報ファイルの利用目的 町税の課税に関する諸証明の交付を確認するために利用する。

記録項目

1申請者の住所、2申請者の氏名（名称）、3申請者のフリガナ、4電話番号、5申請者の生年月日、6交

付が必要な者の氏名（名称）、7交付が必要な者の氏名（名称）のフリガナ、8交付が必要な者の住所

（所在地）、9交付が必要な者の生年月日、10委任状、11課税証明書（詳細）、12所得証明書（一

般）、13非課税証明書、14狩猟証明、15その他（町県民税の申告書の写し）、16納税証明（町税完納

証明・町税全部・個人町県民税・法人町民税・固定資産税・国民健康保険税等納付確認書（無料）・軽

自動車税（車検用無料））、17仮ナンバー（自動車臨時運航許可証）、18固定資産税（評価証明書・

評価通知書（無料）・公課証明書・名寄帳写し・住宅用家屋証明書・無資産証明書・その他）、19閲覧

（土地台帳・家屋台帳・地番図（航空写真有無）・字切図・路線価図（無料）・その他）、20提出先又

は使用目的、21本人確認書類の種類、22各証明の発行通数

記録範囲 町内在住者や在住していた者や法人、町内に固定資産や軽自動車を保有している者や法人

個人情報ファイルの名称 諸証明交付申請書綴

行政機関等の名称 上富田町

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称

税務課 課税班



作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案を受ける組織

の名称及び所在地

（実施なし）

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案をすることが

できる期間

（実施なし）

備   考 ―

行政機関等匿名加工情報の提案

の募集をする個人情報ファイル

である旨

非該当

行政機関等匿名加工情報の提案

を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

個人情報ファイルの種別
法第60条第2項第1号

（電算処理ファイル）

法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ

イル
有       無 ―

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等
ʷ

記録情報の収集方法 本人からの申告、勤務先の事業所からの報告、支払年金事業所からの報告

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨
含む

記録情報の経常的提供先 国税庁、他市町村

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名 称） 税務課 課税班

（所在地） 〒649-2192 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763

個人情報ファイルの利用目的
個人住民税を課税するための資料の収集と申告受付時の資料入力と申告書印字を確認するため

に利用する。

記録項目

1年別所得、2宛名番号、3行政区分、4世帯番号、5世帯識別、6本人カナ氏名、7本人氏名、8生年月日、9性別名称、10郵便番号、11住所町村名、12住所字名、

13番地、14方書、15宛名方書、16世帯主氏名、17続柄、18個人番号、19利用者識別番号、20局署番号、21整理番号、22異動年月日、23台帳番号、24ファイル

種別、25申告区分、26確定申告区分、27総合課税の各種収入名称・収入額・所得額、28総合課税の各種控除の名称・控除額、29源泉徴収税額、還付金額、30還

付金振込口座、31居住開始年月日、32住宅借入金年末残高、33住宅借入金特別控除額、34取得対価の額、35総（床）面積、36うち居住用部分の（床）面積、

37不動産番号、38家屋や土地等の取得対価の額、39共有持分、40贈与の特例を受けた金額、41交付を受ける補助金、42新型コロナウイルスによる入居の遅延、

43連帯債務計算（付表）、44契約年月日、45増改築等をした部分に係る事項、46医療を受けた方の氏名・病院薬局等の支払先名勝・支払った金額・生命保険等

で補填される金額、47寄付金控除の寄付先名称・所在地・寄付金額・寄付年月日、48政党等寄附金控除の寄付先名称・所在地・寄付金額・寄付年月日、49雑損

控除の損害の原因・損害年月日・損害を受けた資産の種類、50おむつ使用者の氏名・使用証明書、51婚姻歴区分名称、52各種扶養者氏名・扶養控除額、53本人

の障害等級、54支払生命保険会社名称・支払金額、55支払地震保険会社名称・支払金額、56給与の支払者名称・所在地・電話番号・法人番号・支払金額・各種

控除額・源泉徴収税額・就職・離職年月日、57年金の支払者名称・所在地・法人番号・支払金額・各種控除額・源泉徴収税額、58株式譲渡先物配当退職所得の

生ずる場所（名称）・収入金額・必要経費・源泉徴収税額・適用条文・繰越損失額、59分離譲渡所得の生ずる場所（名称）・収入金額・必要経費・源泉徴収税

額・適用条文・その明細、60青白申告区分、61配専従者氏名・支払額、62配偶者の所得金額、63住民税の税額控除等（調整・配当・住宅ローン・寄附金税額・

外国税額控除額）、64住民税額（内、税額調整額・税額控除後所得割額・配当割、株式譲渡割・所得割・均等割）年税額、65電子申告の有無、66生活状況（遺

族年金・障害年金・生活保護等）、67損失申告（繰越損失の明細）

記録範囲 各年１月１日に上富田町に居住していた者

個人情報ファイルの名称 確定申告支援＆国税連携システム

行政機関等の名称 上富田町

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称

税務課 課税班



作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案を受ける組織

の名称及び所在地

（実施なし）

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案をすることが

できる期間

（実施なし）

備   考 ―

行政機関等匿名加工情報の提案

の募集をする個人情報ファイル

である旨

非該当

行政機関等匿名加工情報の提案

を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

個人情報ファイルの種別
法第60条第2項第1号

（電算処理ファイル）

法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ

イル
有       無 ―

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等
ʷ

記録情報の収集方法
地方税に関する申請・届出等の情報をGPRIMEシステムを利用して各市町村へ提出、地方税の

課税に関する情報を報告する

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨
含まない

記録情報の経常的提供先 ʷ

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名 称） 税務課 課税班

（所在地） 〒649-2192 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763

個人情報ファイルの利用目的
地方税の課税業務に使用（電子申告（審査業務・運用管理）、住民税年金特徴、国税連携、共

通納税機能）を確認するために利用する。

記録項目
1課税対象者(名称)、2課税対象者住所(所在地)、3個人番号、4法人番号、5個人住民税、6法人

住民税、7固定資産税、8地方税に関する項目全部

記録範囲 地方税課税業務で各種収入や資産がある者

個人情報ファイルの名称 GPRIME地方税ASPサービス

行政機関等の名称 上富田町

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称

税務課 課税班



作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案を受ける組織

の名称及び所在地

（実施なし）

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案をすることが

できる期間

（実施なし）

備   考 ―

行政機関等匿名加工情報の提案

の募集をする個人情報ファイル

である旨

非該当

行政機関等匿名加工情報の提案

を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

個人情報ファイルの種別
法第60条第2項第1号

（電算処理ファイル）

法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ

イル
有       無 ―

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等
―

記録情報の収集方法 寄附金税額控除に係る申告特例を受けようとする者からの申請

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨
含まない

記録情報の経常的提供先 ―

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名 称） 税務課 課税班

（所在地） 〒649-2192 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763

個人情報ファイルの利用目的 町県民税の寄附金税額控除に係る申告特例管理を確認するために利用する。

記録項目

1氏名、2ﾌﾘｶﾞﾅ、3性別、4生年月日、5住所、6方書、7個人番号、8電話番号、9申告特例年、

10合計寄付金額、11管理番号、12手続ID、13通知年月日、14回送先団体コード、15回送先市

町村名

記録範囲 町県民税の寄附金税額控除に係る申告特例を提出した者

個人情報ファイルの名称 寄附金税額控除に係る申告特例通知書ファイル簿

行政機関等の名称 上富田町

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称

税務課 課税班



作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案を受ける組織

の名称及び所在地

（実施なし）

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案をすることが

できる期間

（実施なし）

備   考 ―

行政機関等匿名加工情報の提案

の募集をする個人情報ファイル

である旨

非該当

行政機関等匿名加工情報の提案

を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

個人情報ファイルの種別
法第60条第2項第1号

（電算処理ファイル）

法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ

イル
有       無 ―

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等
―

記録情報の収集方法

法務局登記申請書、登記事項証明書、建築確認申請書、建物除却申請書、償却資産申告書、地

籍簿、農地転用申請、納税義務者変更届出書（相続人代表者届出書）、未登記家屋所有者変更

届出書、新築住宅申告書、未登記家屋申告書

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨
含まない

記録情報の経常的提供先 ―

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名 称） 税務課 課税班

（所在地） 〒649-2192 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763

個人情報ファイルの利用目的 固定資産税（土地・家屋・償却資産）の賦課に利用する。

記録項目

1物件番号、2所在地、3宛名番号、4氏名、5住所、6生年月日、7性別、8異動理由、9現況地

目、10種類・構造、11現況地積・床面積、12画地評価調書、13評価額、14課税標準額、15特

例区分、16共有情報、17登記地目、18登記種類・構造、19登記地積・床面積、20登記家屋番

号、21住宅戸数、22居宅部分床面積

記録範囲 町内に固定資産（土地・家屋・償却資産）を所有する者

個人情報ファイルの名称 固定資産税課税台帳

行政機関等の名称 上富田町

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称

税務課 課税班



個人情報ファイルの名称 土地家屋名寄帳

行政機関等の名称 上富田町

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称

税務課 課税班

個人情報ファイルの利用目的 固定資産税（土地・家屋）の賦課に係る補助資料。

記録項目

1宛名番号、2住所、3氏名、4土地家屋の所在地、5登記・現況地目、6登記・現況地積、7価

格、8固定資産税課税標準額、9小規模住宅戸数、10小規模住宅地積、11一般住宅地積、12前

年度課税標準額、13家屋の種類・構造、14物件番号、15家屋番号、16床面積、17建築年次、

18再建築費評点数

記録範囲 町内に固定資産（土地・家屋）を所有する者

記録情報の収集方法 固定資産課税台帳

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨
含まない

記録情報の経常的提供先 ―

行政機関等匿名加工情報の提案

の募集をする個人情報ファイル

である旨

非該当

行政機関等匿名加工情報の提案

を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

税務課 課税班

（所在地） 〒649-2192 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763

個人情報ファイルの種別
法第60条第2項第1号

（電算処理ファイル）

法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等
―

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名 称）

政令第21条第7項に該当するファ

イル
有       無 ―

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案を受ける組織

の名称及び所在地

（実施なし）

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案をすることが

できる期間

（実施なし）

備   考 ―



作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案を受ける組織

の名称及び所在地

（実施なし）

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案をすることが

できる期間

（実施なし）

備   考 ―

行政機関等匿名加工情報の提案

の募集をする個人情報ファイル

である旨

非該当

行政機関等匿名加工情報の提案

を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

個人情報ファイルの種別
法第60条第2項第1号

（電算処理ファイル）

法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ

イル
有       無 ―

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等
―

記録情報の収集方法 法務局登記申請書、登記事項証明書、建築確認申請書、新築住宅申請書、家屋現地調査

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨
含まない

記録情報の経常的提供先 ―

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名 称） 税務課 課税班

（所在地） 〒649-2192 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763

個人情報ファイルの利用目的 固定資産税（家屋)の賦課に利用する。

記録項目

1調査日、2所在地、3住所、4所有者、5ﾌﾘｶﾞﾅ、6電話番号、7宛名番号、8用途別、9建築日、

10家屋番号、11登記区分、12登記床面積、13屋根、14基礎、15その他工事、16外壁、17

柱、18建築設備

記録範囲 町内に固定資産（家屋）を所有する者

個人情報ファイルの名称 家屋評価調査表

行政機関等の名称 上富田町

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称

税務課 課税班



作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案を受ける組織

の名称及び所在地

（実施なし）

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案をすることが

できる期間

（実施なし）

備   考 ―

行政機関等匿名加工情報の提案

の募集をする個人情報ファイル

である旨

非該当

行政機関等匿名加工情報の提案

を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

個人情報ファイルの種別
法第60条第2項第1号

（電算処理ファイル）

法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ

イル
有       無 ―

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等
―

記録情報の収集方法
固定資産課税台帳、法務局登記申請書、建築確認申請書、建物除却申請書、償却資産申告書、

地籍簿、農地転用申請、未登記家屋所有者変更届出書、新築住宅申告書、未登記家屋申告書

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨
含まない

記録情報の経常的提供先 ―

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名 称） 税務課 課税班

（所在地） 〒649-2192 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763

個人情報ファイルの利用目的 地番図閲覧業務や固定資産評価業務に利用する。

記録項目
1宛名番号、2氏名、3ﾌﾘｶﾞﾅ、4地番、5現況地目、6地積、7課税標準額、9家屋物件番号、10

家屋外形、11路線価、12標準宅地、13土砂災害(特別)警戒区域図、14航空写真

記録範囲 町内に固定資産（土地・家屋・償却資産）を所有する者

個人情報ファイルの名称 固定資産評価業務及び地番図閲覧業務

行政機関等の名称 上富田町

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称

税務課 課税班



作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案を受ける組織

の名称及び所在地

（実施なし）

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案をすることが

できる期間

（実施なし）

備   考 ―

行政機関等匿名加工情報の提案

の募集をする個人情報ファイル

である旨

非該当

行政機関等匿名加工情報の提案

を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

個人情報ファイルの種別
法第60条第2項第1号

（電算処理ファイル）

法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ

イル
有       無 ―

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等
―

記録情報の収集方法
法務局登記申請書、登記事項証明書、建築確認申請書、新築住宅申告書、未登記家屋申告

書、家屋評価調査表

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨
含まない

記録情報の経常的提供先 ―

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名 称） 税務課 課税班

（所在地） 〒649-2192 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763

個人情報ファイルの利用目的 固定資産税（家屋)の価格の算出に利用する。

記録項目

１所在地、2宛名番号、3ﾌﾘｶﾞﾅ、4氏名、5郵便番号、6住所、7調査番号、8調査日、9評価決

定日、10建築日、11母屋物件番号、12用途、13種類、14工法、15構造、16鉄骨区分、17屋

根、18階層数、19床面積、20住宅部分面積、21住宅部分戸数、22既存住宅部分面積、23登記

区分、24登記異動日、25登記建築日、26登記種類、27登記構造、28登記屋根、29登記階層

数、30登記床面積、31家屋番号、32見当再建費、33見込再建築費、34見込評価額、35見込㎡

当評価額、36再建築費、37㎡当再建費、38評価額、39㎡当評価額、40在来分旧価格、41理論

評価額、42決定価格、43減免前税額、44軽減税額、45減免額、46固定資産税額

記録範囲 町内に固定資産（家屋）を所有する者

個人情報ファイルの名称 家屋評価業務

行政機関等の名称 上富田町

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称

税務課 課税班



作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案を受ける組織

の名称及び所在地

（実施なし）

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案をすることが

できる期間

（実施なし）

備   考 ―

行政機関等匿名加工情報の提案

の募集をする個人情報ファイル

である旨

非該当

行政機関等匿名加工情報の提案

を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

個人情報ファイルの種別
法第60条第2項第1号

（電算処理ファイル）

法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファ

イル
有       無 ―

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等
―

記録情報の収集方法

(一般社団法人)全国軽自動車協会連合会和歌山事務所からの提供による軽自動車税（種別割）

申告書（報告書）、納税義務者からの申告による軽自動車税（原動機付自転車・小型特殊自動

車）申告（報告）書兼標識交付申請書、軽自動車税（原動機付自転車・小型特殊自動車）廃車

申告書兼標識返納書、軽自動車税（種別割）減免申請書

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨
含む

記録情報の経常的提供先 ―

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名 称） 税務課 課税班

（所在地） 〒649-2192 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763

個人情報ファイルの利用目的 軽自動車税（種別割）の賦課に利用する。

記録項目

1管理番号、2標識回収の有無、3標識番号、4車種、5登録日、6受付日、7消滅日、8異動日、9

異動事由、10異動理由、11宛名番号、12世帯番号、13氏名、14住所、15生年月日、16性別、

17納税義務者、18定置場住所、19車名、20型式、21年式、22原動機番号、23車台番号、24認

定番号、25排気量、26動力、27形状、28初度検査年月、29特例区分、30用途、31所有者区

分、32課税区分、33減免区分、34標準税額、35課税額、36減免額、37差引課税額

記録範囲 主たる定置場を町内とする軽自動車を、所有または使用する者

個人情報ファイルの名称 軽自動車税課税台帳

行政機関等の名称 上富田町

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称

税務課 課税班


